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●
業
務
内
容

▽
育
児
休
業
を
取
得
す
る
職

員
に
代
わ
っ
て
業
務
を
行

う
▽
行
政
事
務
や
接
客
応
対
、

事
業
の
企
画
・
実
施
、
地

域
課
題
へ
の
対
応
な
ど

●
任
用
期
間
　
職
員
の
育
児

休
業
期
間
を
限
度
と
し
た

期
間
（
約
１
～
３
年
）

●
応
募
要
件
　
平
成
11
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

人
●
賃
金
　
18
万
６
９
０
０
円

●
待
遇
　
市
職
員
に
準
じ
る

●
登
録
・
採
用
　
最
終
合
格

者
は
、「
採
用
候
補
者
名

簿
」
に
２
年
間
登
録
し
、

育
児
休
業
を
取
得
す
る
職

員
が
あ
っ
た
場
合
に
採
用

と
な
り
ま
す

＊
た
だ
し
、
職
員
の
育
児
休

業
の
取
得
状
況
に
よ
っ
て

は
、「
採
用
候
補
者
名
簿
」

に
登
録
さ
れ
て
も
採
用
さ

れ
な
い
場
合
あ
り

●
採
用
　
適
性
試
験
と
面
接

で
決
定

●
適
正
試
験
　
8
月
22
日

（
火
）
か
、
同
23
日
（
水
）

の
い
ず
れ
か

●
面
接
　
８
月
24
日
（
木
）

＊
詳
細
は
、
後
日
連
絡

●
申
込
締
切
日
時
　
８
月
18

日
（
金
）
午
後
５
時

●
申
込
方
法
　
市
販
の
履
歴

書
（
写
真
貼
付
）、
職
務

経
歴
書
（
任
意
様
式
）
を

育
児
休
業

代
替
職
員
募
集

▽
郵
送
＝
〒
８
１
１
・
３
４

９
２
／
住
所
不
要
／
人
事

課
あ
て

＊
申
込
締
切
日
必
着

▽
人
事
課
窓
口（
本
館
２
階
）

＊
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時

＊
提
出
書
類
は
返
却
不
可
。

不
採
用
の
場
合
は
全
て
破

棄
＊
募
集
案
内
は　

８
月
１
日

（
火
）
か
ら
市
ＨＰhttp:// 

w
w

w
.c

ity.m
u

n
a 

kata.lg.jp/

→
「
市
政

情
報
」
→
「
人
事
・
職
員

採
用
」
→
「
平
成
29
年
度

任
期
付
職
員
採
用
試
験
」

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
か
人

事
課
窓
口
で
入
手
可

■
問
い
合
わ
せ
先

人
事
課☎

（
36
）
５
０
５
１

　
先
の
大
戦
で
亡
く
な
っ
た

人
た
ち
を
追
悼
し
、
平
和
な

世
界
の
実
現
を
祈
念
す
る
た

め
、
全
国
で
式
典
が
実
施
さ

れ
ま
す
。
家
庭
や
職
場
、
地

域
で
、
戦
没
者
・
原
爆
死
没

者
の
め
い
福
と
恒
久
平
和
を

願
っ
て
、
１
分
間
の
黙
と
う

を
さ
さ
げ
ま
し
ょ
う
。

●
日
時

▽
８
月
６
日
（
日
）
午
前
８

時
15
分
＝
広
島
原
爆
投
下

の
日

▽
８
月
９
日
（
水
）
午
前
11

時
2
分
＝
長
崎
原
爆
投
下

の
日

▽
８
月
15
日
（
火
）
正
午
＝

黙
と
う
を

さ
さ
げ
ま
し
ょ
う

●
日
程
　
８
月
２
日
（
水
）、

同
16
日
（
水
）、
同
29
日

（
火
）

●
時
間
　
い
ず
れ
も
午
前
10

時
～
午
後
３
時

＊
相
談
時
間
は
１
人
30
分
程

度
●
場
所
　
市
役
所
本
館
１
階

第
１
相
談
室

●
対
象
　
ひ
と
り
親
家
庭

（
離
婚
協
議
中
の
人
も
含

む
）
の
市
民

●
そ
の
他
　
同
事
業
は
、
県

ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業
・

自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
（
飯

ひ
と
り
親
家
庭
の

た
め
の
就
業
・

　
　
　
養
育
費
相
談

市
　
か
　
ら

　
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と

は
、
１
カ
月
に
利
用
し
た
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担

額
の
合
計
額
（
利
用
者
が
同

一
世
帯
に
２
人
以
上
い
る
と

き
は
世
帯
の
合
計
額
）
が
上

限
額
を
超
え
た
場
合
、
そ
の

超
え
た
額
が
払
い
戻
さ
れ
る

も
の
で
す
。

介
護
保
険

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が

変
わ
り
ま
す

【利用者負担上限額 （月額）】

利用者
負担段階 対象者 ７月までの

世帯上限額
８月からの
世帯上限額

第１段階
●生活保護を受けている人
●本人と世帯全員が住民税非課税であ

り、老齢福祉年金を受けている人

１万5,000円
（個人＊）

１万5,000円
（個人＊）

第２段階
●本人と世帯全員が住民税非課税であ

り、合計所得金額と課税年金収入額
の合計が、年間に80万円以下の人

１万5,000円
（個人＊）

１万5,000円
（個人＊）

第３段階
●本人と世帯全員が住民税非課税であ

り、利用者負担第２段階に該当しな
い人

２万4,600円 ２万4,600円

第４段階
●本人が住民税を課税されている人
●本人が住民税非課税で、世帯の中に

住民税課税者がいる人
３万7,200円 ４万4,400円

第５段階 ●現役並み所得者相当の人 ４万4,400円 ４万4,400円

＊第１段階、第２段階の人は、１万5,000円が個人としての上限額となります。

　
対
象
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
市
か
ら
個
人
あ
て
に
申

請
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
上
限
額
は
左
表
の
と
お

り
。
７
月
ま
で
は
、
市
民
税

課
税
世
帯
の
人
の
上
限
額
が

３
万
７
２
０
０
円
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
８
月
か
ら
は
上

限
額
が
４
万
４
４
０
０
円
に

変
更
に
な
り
ま
す
。

＊
１
割
負
担
の
人
の
み
の 

世
帯
は
、
８
月
か
ら
３
年

間
、
年
間
上
限
額
44
万 

６
４
０
０
円
に
な
る
軽
減

措
置
が
あ
り
ま
す
（
別
途

通
知
）

■
問
い
合
わ
せ
先

介
護
保
険
課
介
護
保
険
係

☎
（
36
）
４
８
７
７

　平成29年７月５日からの九州北部での記録的豪雨に
より、甚大な被害を受けられた皆さまに対して、心から
お見舞い申し上げます。被災地の一刻も早い復旧を願
い、市民の皆さまからの義援金を受け付けています。

市役所に設置している
義援金箱

終
戦
記
念
日

■
問
い
合
わ
せ
先

高
齢
者
支
援
課

☎
（
36
）
９
２
８
８

塚
ブ
ラ
ン
チ
）
が
実
施

■
問
い
合
わ
せ
先

子
ど
も
家
庭
課

子
ど
も
家
庭
係

☎
（
36
）
１
１
５
１

　
総
務
省
と
県
が
、
毎
月
、
労

働
力
調
査
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
労
働
力
調
査
は
、
わ
が

国
の
失
業
率
や
雇
用
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
重
要
な
統
計
調

査
で
す
。
統
計
調
査
員
が
み
な

さ
ん
の
自
宅
を
訪
問
し
た
と
き

は
、
調
査
へ
の
回
答
に
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

県
調
査
統
計
課

☎
０
９
２
（
６
４
３
）

３
１
８
６

労
働
力
調
査
に協

力
を

国
・
県
な
ど
か
ら

●
作
り
方

①
ホ
ウ
酸
２
５
０
㌘
、
小
麦

粉
１
カ
ッ
プ
、
す
り
下
ろ

し
た
タ
マ
ネ
ギ
大
さ
じ
１

を
ボ
ウ
ル
に
入
れ
て
よ
く

混
ぜ
る

②
砂
糖
大
さ
じ
１
、
牛
乳
・

水
少
々
を
加
え
て
、
耳
た

ぶ
く
ら
い
の
固
さ
に
練
る

③
弁
当
な
ど
で
使
う
ア
ル
ミ

ホ
イ
ル
の
器
に
載
せ
た

り
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の

キ
ャ
ッ
プ
に
詰
め
た
り
す

る
④
日
光
で
完
全
に
乾
燥
さ
せ

る

●
使
い
方
　
出
来
上
が
っ
た

ホ
ウ
酸
団
子
は
、
洗
面
所

や
流
し
台
、
冷
蔵
庫
の
下

な
ど
、
ゴ
キ
ブ
リ
が
潜
ん

で
い
そ
う
な
所
に
置
く

＊
効
き
目
は
約
３
カ
月
間
で

す
が
、
な
る
べ
く
早
め
に

使
用
を

●
注
意
点
　
保
管
す
る
と
き

は
、
誤
っ
て
口
に
入
れ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
食

品
と
間
違
え
る
よ
う
な
容

器
や
場
所
に
は
保
管
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。
万
が

一
、
誤
っ
て
口
に
入
れ
て

し
ま
っ
た
と
き
は
、
吐
か

せ
て
、
医
療
機
関
を
受
診

し
て
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ
先

　
環
境
課☎

（
36
）
１
４
２
１

ゴ
キ
ブ
リ
駆
除

「
ホ
ウ
酸
団
子
」
の

作
り
方

■問い合わせ先　総務課　▽ ☎（36）1272
　　　　　　　　　　　　▽ FAX（37）1242

九州北部豪雨災害への

義援金を受け付けています

●受付期間
　平成29年７月10日から
　当分の間
●受付時間
　各施設の開館時間内
●義援金箱設置場所
▽市役所本庁舎・総合案内
▽大島行政センター
▽宗像ユリックス
▽海の道むなかた館
▽各コミセン
　（大島地区を除く）


